
伊勢原市家庭ごみふれあい収集実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、高齢者及び障害者（以下「高齢者等」という。）が排出する家庭ご

みを個別に収集すること（以下「ふれあい収集」という。）により、高齢者等の家庭ご

みの持ち出しに係る負担を軽減し、併せて高齢者等の安否を確認し、もって高齢者等の

福祉増進に寄与することを目的とする。

（対象品目）

第２条 ふれあい収集の対象とする家庭ごみは 可燃ごみ 不燃ごみ及び資源の３品目 以、 、 （

下単に「ごみ」という ）とする。。

（対象者）

第３条 ふれあい収集の対象とする者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれか

に該当し、自らごみ収集場所にごみを持ち出すことができず、かつ、身近な人などの協

力が得られないものとする。

(1) 日常的に介助又は介護を必要とするおおむね６５歳以上の高齢者のみの世帯の世帯

主

(2) 日常的に介助又は介護を必要とする身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けている障害者のみの世帯の世帯主

（対象者の責務）

第４条 対象者がごみを排出するときは、伊勢原市のごみの種別により分別し、透明又は

半透明の袋に入れ、個別収集場所に準備するものとする。

２ 前項に規定する個別収集場所とは、対象者が居住する家屋の玄関の内側又は外側等で

対象者及び管理人等（対象者が集合住宅に居住する場合の当該管理人等をいう。以下同

じ ）と協議した場所をいう。。

（申請手続）

第５条 ふれあい収集を受けようとする者（以下「申請者」という ）は、伊勢原市ふれ。

あい収集申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。

（対象者の決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ

て実態調査を行うものとする。

２ 市長は 前項の規定による審査の結果 ふれあい収集の実施対象とすべき者 以下 実、 、 （ 「

施対象者」という ）又は実施対象としない者を決定したときは、伊勢原市ふれあい収。

集決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。

（収集日時）

第７条 ふれあい収集を実施する日時については、実施対象者と協議の上、決定する。２

収集時間は、市職員の勤務時間内とし、市職員が勤務を要しない日及び処理施設の休業

日には、ふれあい収集を実施しない。

（実施方法）

第８条 ふれあい収集は、次の方法により実施する。

(1) 前条の規定により決定された収集日時までに個別収集場所に準備されたごみを収集

する。



(2) 実施対象者が集合住宅に居住する場合は、実施対象者及び管理人等と協議した方法

により収集する。

(3) 前２号の規定よる収集において、市職員は、実施対象者の安否を確認するものとす

る。

（収集期間）

第９条 ふれあい収集は、第７条の規定により決定した収集日の初日から開始し、実施対

象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、収集を取りやめる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 中止の申出をしたとき。

(4) 第３条各号の対象者に該当しなくなったとき。

（その他）

第１０条 次の廃棄物については、ふれあい収集の対象としない。

(1) 本市が収集できないものと定めたもの

(2) 業者が請け負った工事等に伴うごみ

附 則

この告示は、平成１４年５月１日から施行する。

附 則（令和４年１月６日告示第２号）

この告示は、公表の日から施行する。



第１号様式（第５条関係）

（表）

伊勢原市ふれあい収集申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

申請者住所

氏名

電話

利用者との続柄

次のとおりふれあい収集を申請します。

⌒ 住 所

利世

用帯 氏 名 電話番号

者主

生年月日 年 月 日（ 歳）

⌒
申請理由

氏 名 年 齢 続 柄 備 考

世

帯

員

の

状

況

緊急連絡先

住 所 氏 名

電話番号 続 柄



（裏）

同 意 書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住 所

利用者

氏 名

伊勢原市家庭ごみふれあい収集実施要綱に基づく事業を利用するに当たり、次の事項

に同意します。

１ ふれあい収集における対象の確認、収集の決定に必要があるときは、利用者及び世

帯の状況につき、関係機関に対して照会することを承諾します。

２ ごみの搬出作業に際して、万一住居等の一部に破損が生じてもその責任を問いませ

ん。

３ 安否確認時、利用者に緊急事態が発生しており、状況確認のため必要があると職員

が判断したときは、職員の住居内への立入りを認めます。

４ 緊急時に消防署等に通報の必要がある場合は、職員に電話の使用を認めます。

５ 緊急時に職員が住居内に入るに際し、やむを得ず住居等の一部に破損が生じても修

復等の責任を問いません。



第２号様式（第６条関係）

伊勢原市ふれあい収集決定通知書

年 月 日

様

伊勢原市長 印

年 月 日付けで申請のありましたふれあい収集の利用について、次の

とおり決定したので通知します。

決 定 区 分 □ 実施する □ 実施しない

開 始 日 年 月 日から

利 用 者 住 所

利 用 者 氏 名

※実施しない理由


